
受託契約約款一部変更新旧対照表（案） 

（下線部は改正部分） 

変 更 後 現  行 

令和５年 4 月１日改定 

東京食肉市場株式会社 

 

    
受 託 契 約 約 款 

 

第１条～第２２条（略） 

 

（販売後の事故処理） 

第２３条 会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後 

において、買受人から予見できない瑕疵があること又は数 

量、品質に著しい差違があること等を発見して会社が定め 

る期間内に会社に対して買受金額の減額の申出があったと 

きは、検査を行うものとします。会社はその受託物品につ

いて正当な理由があると認められたときは、それに相当す

る減額をすることができるものとします。この場合、会社

は検査の結果に関する一般社団法人東京食肉市場協会発行

の確認書を委託者に送付するものとします。 

 

 

第２４条～第２5 条（略） 

 

 

 

令和２年６月２１日改定 

東京食肉市場株式会社 

 

    
受 託 契 約 約 款 

 

第１条～第２２条（略） 

 

（販売後の事故処理） 

第２３条 会社は、受託物品を卸売し、これを買受人に引渡した後 

において、買受人から予見できない瑕疵があること又は数 

量、品質に著しい差違があること等を発見して東京都中央 

卸売市場食肉市場場長が定める期間内に会社に対して買受 

金額の減額の申出があったときは、会社はその受託物品に 

ついて正当な理由があると認められたときは、それに相当 

する減額をすることができるものとします。この場合、会 

社は検査の結果に関する一般社団法人東京食肉市場協会発 

行の確認書を委託者に送付するものとします。 

 

第２４条～第２5 条（略） 

 

 

 



変 更 後 現  行 

（委託者の費用負担） 

第２６条 受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消

費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負

担とします。 

    （１）～（６）（略） 

    （７）格付手数料 

    （８）～（１１）（略） 

    （１２）一般社団法人東京食肉市場協会事故救済基金の出

荷者会員会費（非課税） 

    （１３）その他会社が立替えた費用 

 

 

（売買仕切書の送付） 

第２７条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によ 

って、その卸売した物品（第５条の定めにより家畜をと畜 

解体し、枝肉として卸売をしたときは、枝肉のほか内臓、 

原皮その他の副産物を含む。）の種類、規格、販売価格、 

数量、販売価格と数量の積の合計額、単品ごとの消費税の 

合計額（消費税法の標準税率が適用される単品ごとの消費 

税の合計額及び軽減税率が適用される単品ごとの消費税の 

合計額）、前条第２項の規定により控除すべき委託手数料 

及び費用の金額並びに差引仕切金額（「売買仕切金」とし 

ます。以下同じ。）を記載した売買仕切書を特約のない限 

り販売完了日の翌日に委託者に送付するものとします。 

 

第２８条～第３６条（略） 

（委託者の費用負担） 

第２６条 受託物品の卸売にかかわる次の費用は、これらに係る消

費税額及び地方消費税額に相当する額を含めて委託者の負

担とします。 

    （１）～（６）（略） 

    （７）格付料 

    （８）～（１１）（略） 

    （１２）その他会社が立替えた費用 

 

 

 

（売買仕切書の送付） 

第２７条 会社は、委託物品の卸売をしたときは、所定の様式によ 

って、その卸売した物品（第 4 条の定めにより家畜をと畜 

解体し、枝肉として卸売をしたときは、枝肉のほか内臓、 

原皮その他の副産物を含む。）の種類、規格、販売価格、 

数量、販売価格と数量の積の合計額、単品ごとの消費税の 

合計額（消費税法の標準税率が適用される単品ごとの消費 

税の合計額及び軽減税率が適用される単品ごとの消費税の 

合計額）、前条第２項の規定により控除すべき委託手数料 

及び費用の金額並びに差引仕切金額（「売買仕切金」とし 

ます。以下同じ。）を記載した売買仕切書を特約のない限 

り販売完了日の翌日に委託者に送付するものとします。 

 

第２８条～第３６条（略） 

 



変 更 後 現  行 

付則 この受託契約約款は、昭和４７年６月２８日から施行する。 

付則 この受託契約約款は、平成 元年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成 ９年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成１２年 ７月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成１３年１１月 １日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、平成１７年 ５月 １日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、平成２７年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、令和 元年１０月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、令和 ２年 ６月２１日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、令和 ２年 ６月２１日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、令和 5 年 4 月  １日から施行す

る。 

 

 

 

 

付則 この受託契約約款は、昭和４７年６月２８日から施行する。 

付則 この受託契約約款は、平成 元年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成 ９年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成１２年 ７月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、平成１３年１１月 １日から施行す

る。 

 

付則 この受託契約約款は、平成１７年 ５月 １日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、平成２７年 ４月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、令和 元年１０月 １日から施行す

る。（一部改正） 

付則 この受託契約約款は、令和 ２年 ６月２１日から施行す

る。 

付則 この受託契約約款は、令和 ２年 ６月２１日から施行す

る。 

 

 

 

 

 


